
平成２０年３月別添４参考資料 個 別 機 器 に お け る 取 扱 い （コンビナート保安規則関係）

耐圧性能及び強度に係る検査 気密検査 開放検査

目視検査 非破壊検査 ※二重殻構造の貯槽、メンブレン式貯槽、
コールドエバポレータ （加圧蒸発器、送ガス蒸 内部 の目 視 検 査 及び肉厚測

内部 の 目 視 検 査 外部の目視検査 肉厚測定 肉 厚 測 定 以 外 の 非 破 検 発器を含む）は不要 定 以 外 の 非 破 壊 検 査
※ 減 肉 及 び 査 等 （ 等）劣 化 損 ※断熱材等で被覆さ （ ）MT,PT,UT,RT,ET MT,PT,UT,RT,ET
傷が発生するおそれ れているものはその 劣化損傷のおそ 劣化損傷 が発生す※減肉、 開放した場合 開放しない場合 ※減肉及び
のない設備は不要 外面から れのない設備は不要 るおそれのない設備は不要

過 去 の 実 分 解 点 検 ・ 整備 の 分解点検・整備のための
分解点検・整備の 績 等 に よ た め の開 放 時の 目 分解点検・整備のため 開放時 分解点検・整備のための開 動機器動機器

（ﾎﾟﾝﾌﾟ、 ための開放時 り 内 部 減 視 検 査で 減 肉が 認 の開放時 放時
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ等） 肉 の お そ められたとき

れ が な い 原則、常用圧力以上で危険
と 評 価 で 性のない気体で実施
きるもの ※ ﾎﾟﾝﾌﾟ等は運転圧力で運

転 ｶﾞ ｽで実施（ 気密試験要
上 記 以 外 １年に１回 領、ボルト締付管理、施工
のもの 管理基準類が整備されてい

ること ）。
外部からのＵＴ １年に１回 １年に １回、運 転 状 態 外部からの 等、 UT,RT

配管 ＲＴ等による。 １年に１回 配 管 は 外 部 か ら の ﾌﾗﾝｼﾞ部を取り外し清掃等 の圧力 で運転 ｶ ﾞｽ又は危 腐 食・劣化のおそれのな 配管 配配
腐 食・ 劣 化の お そ ※ た だ し、 砂 詰 方 等による。 を実施する場合は、常用圧 険性のない気体で実施 い もの：管 UT,RT
れのないもの： 式地下埋設貯槽 は ※ｴﾙﾎﾞ等曲管部、 ｻﾎﾟｰﾄ取付部 力 以 上 で危 険 性の な い気 ３年以内に１回 管系 、
３年以内に１回 １ 年 に １回 、 砂の 等流れの滞留箇所、分流・合 体で実施する。
上記以外のもの： 乾 燥 状 況 及 び 底部 流箇所等、腐食・ｴﾛｰｼﾞｮﾝが起 上記以外のもの： 系※清掃等の周期は特に定め
完 成 検 査 後２ 年 以 集 水 桝 の浸 透 水の こりやすい箇所等 を適正に選定 完成検査後２ 年以内、以はないが、弁や貯槽の開放時
内 、以 降 は３ 年 毎 状況確認とする。 して測定すること。 降 は３年毎以内に行う。
以内

同一腐食系内の当該弁以外の 腐 食・劣 化の お そ れ の 分解点検・整備のための 内部の目視： 弁類
弁類 分 解 点 検 ・整 備 の 肉厚測定により当該弁 の肉厚が ないもの： 開放時（弁類） 分解点検・整備のための開

ための開放時 類推できる場合は、その測定値 ３年以内に１回 放時
注２ 注３により評価できる。 非破壊検査：

※ 必 ず し も １ 年に １ 回 で は な 上記以外のもの： 原則 、常 用 圧 力 以 上で危 腐食・劣化のおそれのない
い。 完 成 検 査 後２年 以 内 、 険性のない気体で実施 もの：３年以内に１回

ただし 、内部減肉のおそれが 以降は３年毎以内 これ以外のもの：完成検査
ある場合は、１年に１回の肉厚 後２年以内、以降は３年毎
測定を行う。 以内

下記以外 砂詰方式地下埋設貯槽： 腐 食・劣 化の お そ れ の 腐食・劣化のおそれのない 腐食・劣化のおそれのない腐食・劣化のおそれ
蒸発器 ないもの： もの： もの： 下 記 そそ （ 、 のないもの： 開放検査時（貯槽内部 から実施）

貯 槽 、 圧 ３年以内に１回 ３年以内に１回 ３年以内に１回 以外 のの ３年以内に１回 又は１年毎に実施する砂の乾燥状
力容器等 他他 ） 況及び底部集水桝 の浸透水 の状況

上記以外のもの： 上記以外のもの： 上記以外のもの： 静静 上記以外のもの： 確認において 異常が確認さたとき 注
完 成 検 査 後２年 以 内 、 完成検査後２年以内、以降 完成検査後２年 以 内 、以降 機機 完成検査後２年以内、 （電気防食で防食管理が適切になされ （ 下
以降は３年毎以内 は３年毎以内 は３年毎以内 器器 以降は３年毎以内 ているものを除く） 注 下記欄外 記 欄（ ）

上記以外： １年に１回 又は ）注１ ※貯槽は別に定める周期 外
流 体 及 び 材料の 組合 せ 分解点検・整備のための開

配 管 系 か 分 解 点 検 ・整 備 の 圧力容器に直結された 弁類 又 は使用条件等 に よ り 放時（弁類のみ） 内部の目視： 配 管（貯
ら 除 外 さ ための開放時 ： 劣化損傷 の お そ れ が な 分解点検・整備のための開 系 か槽元弁、貯槽付属安全弁等）
れる弁類 分解点検・整備のための開放 い設備： 放時 ら 除

時の目視検査で減肉が認められ 不要 原則、常用圧力以上で危険 非破壊検査： か れ
たとき 性のない気体で実施 腐食・劣化のおそれのない る 弁

もの：３年以内に１回 類※ただし 、内部減肉のおそれがあ
これ以外のもの：完成検査る場合は、１年に１回の肉厚測定
後２年以内、以降は３年毎を行う。

注４以内
① 液 化 天 然ｶ ﾞ ｽ
受入基地 の高圧 不要 外部の目視検査で減肉が認めら 不要 不要 不要 その他
ｶﾞｽ設備 れたとき
②圧縮天然 ｶﾞｽｽ 左記

① ② ③ﾀ ﾝ ﾄﾞの高 圧 ｶﾞ ｽ
設備
③腐食性 のない
不活性ｶﾞｽ設備
※いずれも ｴﾛｰ
ｼﾞｮﾝにより 減肉
が発生するもの
を除く

※分解点検・整備のための開放時期とは、ﾒｰｶｰ推奨交換時期又は日常点検等の実績等を基に定めた周期。 注１：一部の特定設備やこれに準じる圧力容器は外部からのＵＴ、ＲＴ等による。

注２：配管系の弁類の肉厚測定は、同一腐食系内の他の弁や配管の測定により類推評価をすることができる。 注３：配管系の弁類の非破壊検査は、同一腐食系内の他の弁や配管の検査により類推評価をすることができる。

注４：弁類の開放検査は、必ずしも分解点検・整備の周期とは同一ではないが、結果として分解点検・整備の開放時でなければ内部の状況が確認出来ない場合は、分解点検・整備の開放時でも差し支えない （外部から適切な非破壊検。
査により内部の状況が確認できる場合は、分解点検・整備の開放時にかかわらず表３の周期により行う ）。




